
第1平成2,0年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量

平成2 0年度において必要と見込まれる血液製剤の種類及び量は,血液製
剤の製造販売業者等く塵造販売業者及び製造業者をいうo以下同じoJにお
ける供給見込量等を基に別表第1のとおりとするo

東2 平成2 O年度に国内におChて製造されl又は輸入されるべき血液製剤の

種類及び量の目標

第1及び血液製剤の製造販売業者等における血液製剤の製造又は輸入の見
込量を踏まえ,平成2 0年度に国内において製造され-.又は輸入されるべき

血液製剤ゐ種類及び量の日標は,別表第皇のとおりとするo

第3 平成2.0年度に確保されるべき原料血渠の量の員標

1第写を踏まえ,平成2 0年度に確保されるべき原料血興の量の日標は1

100万リットルとする.

第4 平成2 0年度に原料血渠から製造されるべき血液製剤の種類及び量の目
標

平成2 0.年度に原料血簾から製造されるべき血液製剤の種類及び量の日標

はl別表第3のとおりとするD

第5 その他原料血渠の有効利用に関する重要事項

1 原料血渠の配分

倫理性,国際的公平性等の観点に立脚し,国内で使用される血液製剤が1

.原則として国内で療取された血液を原料とL,て製造され,海外の叫掛こ依
存しなくても済む体制を構築すべきであるo.このため,国内で採申された
血液を有効に利用し,第4に掲げる種類及び量の血液製剤の製造等によりこ
その血液が血液製剤として安定的に供給されるようl採血事業者が原料血
衆を血液製剤の製造販売業者等に配分する際の標準価格及び配分量を次の
とおり規定するo


